
中

小

規

模

の

事

業

者

等

に

対

す

る

金

融

機

関

の

信

用

の

供

与

等

に

つ

い

て

今

次

の

金

融

危

機

に

対

応

し

て

緊

急

に

講

ぜ

ら

れ

る

べ

き

措

置

に

関

す

る

法

律

（

案

）

 

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

法

律

は

、

今

次

の

世

界

的

規

模

の

深

刻

な

金

融

危

機

（

以

下

単

に

「

今

次

の

金

融

危

機

」

と

い

う

。

）

の

発

生

に

伴

い

我

が

国

の

経

済

情

勢

が

急

速

に

悪

化

し

て

い

る

状

況

に

お

い

て

、

金

融

業

務

の

公

共

性

を

踏

ま

え

、

金

融

機

関

の

金

融

仲

介

機

能

が

十

全

に

発

揮

さ

れ

る

よ

う

に

す

る

こ

と

が

喫

緊

の

課

題

で

あ

る

こ

と

に

か

ん

が

み

、

中

小

規

模

の

事

業

者

等

に

対

す

る

金

融

機

関

の

信

用

の

供

与

等

に

つ

い

て

今

次

の

金

融

危

機

に

対

応

し

て

緊

急

に

講

ぜ

ら

れ

る

べ

き

措

置

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

中

小

規

模

の

事

業

者

の

事

業

活

動

の

円

滑

な

遂

行

等

を

図

り

、

も

っ

て

国

民

生

活

と

国

民

経

済

の

安

定

に

資

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

金

融

機

関

」

と

は

、

金

融

機

能

の

強

化

の

た

め

の

特

別

措

置

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

二

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

金

融

機

関

等

（

同

項

第

十

三

号

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

並

び

に

農

業

協

同

組

合

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

三

十

二

号

）

第

十

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

の

事

業

を

行

う

農

業

協

同

組

 
 

一



 

二

合

、

水

産

業

協

同

組

合

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

百

四

十

二

号

）

第

十

一

条

第

一

項

第

三

号

及

び

第

四

号

の

事

業

を

行

う

漁

業

協

同

組

合

並

び

に

同

法

第

九

十

三

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

の

事

業

を

行

う

水

産

加

工

業

協

同

組

合

を

い

う

。

 

２

 

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

金

融

検

査

」

と

は

、

銀

行

法

（

昭

和

五

十

六

年

法

律

第

五

十

九

号

）

そ

の

他

の

金

融

機

関

に

関

す

る

法

令

の

規

定

に

基

づ

き

行

政

庁

が

行

う

金

融

機

関

に

対

す

る

検

査

を

い

う

。

 

 

（

中

小

規

模

の

事

業

者

に

対

す

る

信

用

の

供

与

に

つ

い

て

の

柔

軟

な

対

応

）

 

第

三

条

 

金

融

機

関

は

、

中

小

規

模

の

事

業

者

に

対

す

る

信

用

の

供

与

に

つ

い

て

、

中

小

規

模

の

事

業

者

の

経

営

に

対

す

る

今

次

の

金

融

危

機

の

影

響

の

程

度

、

中

小

規

模

の

事

業

者

の

経

営

の

状

況

、

中

小

規

模

の

事

業

者

の

特

性

等

を

踏

ま

え

、

で

き

る

限

り

柔

軟

に

対

応

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

中

小

規

模

の

事

業

者

に

対

す

る

貸

付

け

の

条

件

の

変

更

等

）

 

第

四

条

 

金

融

機

関

は

、

当

該

金

融

機

関

か

ら

事

業

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

て

い

る

中

小

規

模

の

事

業

者

で

あ

っ

て

今

次

の

金

融

危

機

に

伴

う

取

引

先

の

倒

産

に

よ

る

資

金

繰

り

の

悪

化

等

の

事

由

に

よ

り

当

該

貸

付

け

に

係

る

債

務

の

返

済

に

支

障

を

生

じ

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

か

ら

、

次

に

掲

げ

る

内

容

の

求

め

が

あ

っ

た

場

合

に

は

、

で

き

る

限

り

そ

の

求

め

に

応

じ

る

も

の

と

す

る

。

 



一
 

当

該

貸

付

け

に

係

る

債

務

の

返

済

期

限

の

延

長

そ

の

他

の

貸

付

け

の

条

件

の

変

更

を

行

う

こ

と

。

 
二

 
当

該

金

融

機

関

が

当

該

事

業

者

の

株

式

又

は

持

分

を

取

得

す

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

貸

付

け

に

係

る

債

務

を

消

滅

さ

せ

る

こ

と

。
 

 

（

住

宅

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

て

い

る

者

に

対

す

る

貸

付

け

の

条

件

の

変

更

）

 

第

五

条

 

金

融

機

関

は

、

当

該

金

融

機

関

か

ら

住

宅

の

建

設

、

購

入

又

は

改

良

に

必

要

な

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

て

い

る

者

で

あ

っ

て

今

次

の

金

融

危

機

に

伴

う

勤

務

先

の

倒

産

、

事

業

規

模

の

縮

小

等

に

よ

る

失

業

等

の

事

由

に

よ

り

当

該

貸

付

け

に

係

る

債

務

の

返

済

に

支

障

を

生

じ

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

か

ら

、

当

該

貸

付

け

に

係

る

債

務

の

返

済

期

限

の

延

長

そ

の

他

の

貸

付

け

の

条

件

の

変

更

を

行

う

こ

と

の

求

め

が

あ

っ

た

場

合

に

は

、

で

き

る

限

り

そ

の

求

め

に

応

じ

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

金

融

検

査

の

方

針

）

 

第

六

条

 

金

融

検

査

は

、

金

融

機

関

の

前

三

条

の

規

定

に

よ

る

信

用

の

供

与

等

の

実

施

状

況

に

重

点

を

置

い

て

行

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

国

会

報

告

）

 

第

七

条

 

政

府

は

、

お

お

む

ね

三

月

に

一

回

、

国

会

に

、

金

融

検

査

（

第

三

条

か

ら

第

五

条

ま

で

の

規

定

に

よ

る

信

用

の

供

与

 
 

三



 

四

等

の

実

施

状

況

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

結

果

に

関

す

る

報

告

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

金

融

機

関

の

経

営

安

定

の

た

め

の

措

置

）

 

第

八

条

 

政

府

は

、

第

三

条

か

ら

第

五

条

ま

で

の

規

定

に

よ

る

信

用

の

供

与

等

の

実

施

に

よ

り

金

融

機

関

の

経

営

が

不

安

定

に

な

ら

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

、

必

要

な

財

政

上

又

は

金

融

上

の

措

置

そ

の

他

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

信

用

補

完

事

業

の

充

実

の

た

め

の

措

置

等

）

 

第

九

条

 

政

府

は

、

中

小

規

模

の

事

業

者

に

対

す

る

金

融

機

関

の

信

用

の

供

与

の

円

滑

化

を

図

る

た

め

、

信

用

保

証

協

会

が

行

う

事

業

の

規

模

の

拡

大

そ

の

他

の

中

小

規

模

の

事

業

者

に

関

す

る

信

用

補

完

事

業

の

充

実

に

係

る

財

政

上

の

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

政

府

は

、

信

用

保

証

協

会

に

お

け

る

人

的

体

制

の

整

備

そ

の

他

中

小

規

模

の

事

業

者

に

関

す

る

信

用

補

完

事

業

の

円

滑

な

実

施

の

た

め

に

必

要

な

体

制

の

整

備

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 



 
（

検

討

）

 
２

 
政

府

は

、

こ

の

法

律

の

施

行

後

一

年

以

内

に

、

こ

の

法

律

の

施

行

の

状

況

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

、

そ

の

結

果

に

基

づ

い

て

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

五



  

六六

 



 
 

七

 
 

 
 

 

理

 

由

 
今

次

の

世

界

的

規

模

の

深

刻

な

金

融

危

機

の

発

生

に

伴

い

我

が

国

の

経

済

情

勢

が

急

速

に

悪

化

し

て

い

る

状

況

に

お

い

て

、

金

融

業

務

の

公

共

性

を

踏

ま

え

、

金

融

機

関

の

金

融

仲

介

機

能

が

十

全

に

発

揮

さ

れ

る

よ

う

に

す

る

こ

と

が

喫

緊

の

課

題

で

あ

る

こ

と

に

か

ん

が

み

、

中

小

規

模

の

事

業

者

の

事

業

活

動

の

円

滑

な

遂

行

等

を

図

り

、

も

っ

て

国

民

生

活

と

国

民

経

済

の

安

定

に

資

す

る

た

め

、

中

小

規

模

の

事

業

者

等

に

対

す

る

金

融

機

関

の

信

用

の

供

与

等

に

つ

い

て

今

次

の

金

融

危

機

に

対

応

し

て

緊

急

に

講

ぜ

ら

れ

る

べ

き

措

置

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。

 

     


